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東
南
ア
ジ
ア
少
数
民
族
の
年
代
記
と
歴
史
研
究

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
黒
タ
イ
年
代
記

の
分
析
か
ら

樫
永

真
佐
夫

イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
北
部
の
国
境
線

　
地
図
を
開

い
て
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
北
部
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
イ
ン
ド
の
六
力
国

の
国
境
線
が
交
差
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
言
語
、
物
質
文
化
、
生
業
、
社
会
組
織
、
信
仰
形
態
な
ど
多
く

の
文
化
要
素
を
共
有
す

る
諸
民
族

が
、
国
境
を
ま
た
が

っ
て
近
代
以
前
か
ら
暮
ら
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
文
化
的
に
大
き
な
ま
と
ま
り
を
も

っ
て
い
る
こ
の
地
域
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(1
)

「タ
イ

(
T
a
i
)
文
化
圏
」
と
よ
び
、
こ
の
圏
域
の
文
化
と
社
会
を
学
際
的
か

つ
歴
史
実
証
的
に
解
明
す
る
研
究
も
進
展
し

て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
な
地
域

で
研
究
し
て
い
る
と
、
国
境
線
に
よ

っ
て
何
が
変
わ

っ
て
、
何
が
変
わ

っ
て
い
な

い
の
か
、
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
本
稿

で
扱
う
の
は
、
変
わ

っ
た

「
歴
史
」
の
方
で
あ
る
。

　
先
述
の
六
力
国
の
国
境
線
は
、

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
中
国
、
タ
イ
国
の
外
交
交
渉
に
よ

っ
て
画
定

し
た
。
そ
の
線
引
き
が
現
在
ま
で
ほ
ぼ
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
当
然
、
そ
の
線
引
き
は
、
上
記
四
大
国
の
政
治

的
思
惑
が
交
雑
す
る
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黒タイ居住地域

国道

川

ラン・チュオンの征戦経路

図1　 黒 タイ分布 とラン ・チュオ ン征戦経路

結
論
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
列
強
進
出
以

前
の
、
ま
さ
に

「
タ
イ
文
化
圏
」
に
お
け
る
地

政
学
が
無
視
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、

一
九
世
紀
後
半
に
は
イ
ギ
リ
ス
の

ス
コ
ッ
ト
や
フ
ラ
ン
ス
の
パ
ヴ
ィ
ら
に
よ
る
探

検
が
す
で
に
始
ま

っ

て
い
て
、
そ
の
成
果
が
国
境
画
定
に
大
き
く
影

響
し
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
探
検
家
た
ち
は
、
鉱
産
資
源
や
森
林

資
源
な
ど
現
地
の
経

済
価
値
を
計

っ
た
り
、
地
図
を
作
成
し
た
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
。

現
地
首
領
た
ち
の
支
配
領
域
、
朝
貢
や
同
盟
関
係
、
彼
ら
の
出
自
、

経
済
基
盤
な
ど
も
精
査
し
た
。
そ
う
し
た
歴
史

・
文
化

・
社
会
に
関

す
る
地
域
情
報
が
、
外
交
交
渉
に
よ

つ
て
国
境
線
を
決
め
る
際
の
根

拠
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
タ
イ
文
化
圏
内
に
は
、
ラ
イ
チ
ャ
ウ
の
白
タ
イ
首
領

の
よ
う
に

一

九
世
紀
末
ま
で
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
な
ど
、
外
部
の
複
数

の

王
権
に
多
重
朝
貢
し
て
い
た
勢
力
も
た
く
さ
ん
あ

っ
た
。
し
か
し
国

境
線
画
定
の
頃
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
が
近
代
国
家

の
領
域
の
垣

根
を

こ
え
て
独
自
に
外
交
政
治
を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
次
第
に
抑
圧

さ
れ
た
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
前
半
の
う
ち
に
、
現
地
首
領
た
ち
は
特

定

の
領
域
内
で
行
政
権
を
行
使
で
き
る
だ
け
の
地
方
官
僚

へ
の
変
質

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
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彼
ら

の
変
質
は
、
各
近
代
国
家
が
領
域
内
の
政
治
経
済
や
文
化
の
統
合
を
実
現
す
る
た
め
に
、
不
可
避
の
過
程
で
あ

っ
た
。
そ
の
後

一
九
七

〇
年
代
ま

で
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部

の
諸
国
家
は
、
反
植
民
地
闘
争
、
二
度
の
世
界
大
戦
、
東
西
冷
戦
下
で
の
独
立
運
動
、
社
会
主
義
化
な
ど
、

め
ま
ぐ
る
し
い
政
治
変
動
を
経
験
す
る
。
や
や
乱
暴
だ
が
、
ふ
り
返

っ
て
み
る
と
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
列
強
を
除
外
し
た

土
着

の
近
代
国
家
統

合

へ
と
向

か
う
大
奔
流
の
中
の
出
来
事
と
し
て
、
概
括
で
き
る
の
で
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
西
北
地
方
史
の
再
構
成

　
本
稿
は
ベ
ト
ナ
ム
の
地
方
史
を
対
象
と
す
る
た
め
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
話
を
絞
ろ
う
。

一
九
四
五
年
ホ
ー
チ
ミ
ン
に
よ

る
八
月
革
命
後
に
発

足
し
た
ベ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国

(
一
九
四
五
～

一
九
七
五
)
と

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結
後

の
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

(
一
九
七
六
～
)
で
は
、

政
府
が

一
貫
し
て
多
民
族

・
多
文
化
主
義
を
標
榜
し
て
き
た
。
と
は

い
え
、

一
九
八
〇
年
代
末
に
市
場
経
済
化
政
策
が
は

じ
ま
る
ま
で
、
実
地

に
は
国
家
領
域
内
の
文
化
的
均
質
性

の
確
立
に
、
中
央
と
地
方

の
政
権
は
こ
と
さ
ら
尽
力
し
て
き
た
。

　
国
民
形
成

の
過
程
で
、
全
国
レ
ベ
ル
で
の
文
化
的
均
質
性

の
確
立
と
、
前
近
代
に
遡

っ
て
も
国
内
が
均
質
で
あ

っ
た
と

い
う

「物
語
」
の
生

成
は
表
裏

一
体
で
あ
る
。
た
と
え
ば
タ
イ
文
化
圏
の

一
部
を
な
し
、
白
タ
イ
、
黒
タ
イ
各
首
領
が
と
き
に
は
競
合
的
に
割
拠
し
て
い
た
現
在
の

ベ
ト
ナ
ム
西
北
地
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
期
ま
で
シ
プ

ソ
ン
チ
ャ
ウ
タ
イ
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
各
首
領
た
ち
は
中
国
、

ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム

の
諸
王
朝

に
多
重
朝
貢
し

つ
つ
政
治
的
な
自
律
を
保

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

一
九
四
五
年
以
降
、
ベ
ト
ナ
ム
共
産
主
義
者
た
ち
は
、
紅

河
デ
ル
タ
を
中
心
に
歴
代
王
朝
を
興
亡
さ
せ
て
き
た
キ
ン
族

(
ベ
ト
族
)
と
シ
プ
ソ
ン
チ
ャ
ウ
タ
イ
の
住
民
た
ち
が
前
近
代
か
ら
政
治
、
文
化
、

経
済
的
に
密
接
に
関
わ
り
あ

っ
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
の
後
、
民
族
自
治
区

(
一
九
五
五
～

一
九
七
五
年
)
設
置
を
経
て
、
同
地
は
西

北
地
方
と

い
う
ベ
ト
ナ
ム
の

一
地
方
と
し
て
、
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。

　
ベ
ト
ナ

ム
に
お
け
る
西
北
地
方

の
位
置
づ
け
に
は
、
歴
史
学
や
民
族
学
も
貢
献
し
た
。
西
北
地
方
を
め
ぐ
る
前
近
代
の
漢
文
資
料
は
多
く
は

03　 東南アジア少数民族の年代記と歴史研究



な
い
。
そ

の
た
め
、
と
く
に

一
九
六
〇
年
代
以
降
は
、
西
北
地
方
史

の
再
構
成
に
黒
タ
イ
文
書
研
究
の
成
果
が
積
極
的
に
取
り
込
ま
れ
た
。
参

照
さ
れ
た

の
は
、
年
代
記
類
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
黒
タ
イ
の
年
代
記
は
ど
の
よ
う

に
生
か
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
年
代
記
記
述
に
基
づ
く
歴
史

再
構
築
の
限
界
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
年
代
記
の
生
産
と
再
生
産
、
用
法
、
内
容
な
ど
に

つ
い
て
、
社
会
の
つ
な

が
り
も
視
野

に
入
れ

つ
つ
、
そ
の
回
答
を
こ
こ
ろ
み
た
い
。

黒
タ
イ
の
社
会

・
文
化
と
文
字
文
化

　
年
代
記

の
分
析
に
は
い
る
前
に
、
西
北
地
方

の
社
会
と
、
タ
ー
イ

(特
に
黒
タ
イ
)

の
文
字
文
化

の
概
況
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
今
日
の
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
で
は
、
言
語
的
特
徴
、
生
活

・
文
化
的
特
徴
、
民
族
的
自
意
識
と

い
う
三

つ
の
指
標
に
基
づ

い
て
、
五

四
の
民
族

が
公
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
諸
民
族

の
平
等
を
掲
げ
た
民
族
政
策
実
施
の
た
め
で
あ
る
。
総
人
口
約
七
六
〇
〇
万
人
の
う
ち
八
六

%
を
キ
ン
族

(ベ
ト
族
)
が
占
め
て
い
る
。
残
り
五
三
の
少
数
民
族
の
う
ち
二
番
目
に
人
ロ
が
多

い
民
族
が
、
人
ロ

一
三
三
万
人
を
擁
す
る
タ

ー
イ

(
T
h
a
i
)
で
あ
る

(
一
九
九
九
年
人
口
調
査
)
。
黒
タ
イ
や
白
タ
イ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
と
も
に
タ
ー
イ
の
地
方
集
団
と
さ
れ
る
。
ほ
ぼ

盆
地
ご
と

に
黒
タ
イ
と
白
タ
イ
の
居
住
地
域
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
両
者

の
言
語
、
物
質
文
化
、
風
俗
習
慣

の
差
異
は
小
さ
い
。
両
者
と
も
盆

地
を
中
心

に
伝
統
的
に
灌
漑

水
田
耕
作
を
お
こ
な
い
、
ム
オ
ン

(ム
ア
ン
)
と
よ
ば
れ
る
首
領
を
頂
点
と
す
る
階
層
的
な
政
治
組
織
を
築
き
、

山
地

に
住
む
周
辺
諸
民
族
に
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
前
近
代
の
タ
イ
や
ラ
オ
ス
の
タ
イ
語
系
諸
集
団
と
共
通
し
て
い
る
。

い
っ

ぽ
う
、
上
座
仏
教
を
受
容
し
て
い
な

い
点
、
姓
や
財
産
が
父
系
的
に
継
承
さ
れ
る
点
は
顕
著
な
相
違
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
いよ
う

　
上
座
仏
教
徒

の
タ
イ
語
系
集
団
は
、

一
般
的
に
貝
葉
に
タ
ム
文
字
を
刻
し
た
パ
ー
リ
語
仏
典
を
伝
え
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
黒
タ
イ
や
白
タ

イ
は
貝
葉
文
書
を
継
承
せ
ず
、
い
ず
れ
も
古

ク
メ
ー
ル
系

の
固
有
文
字
を
数
百
年
に
わ
た
り
紙
に
記
し
て
継
承
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
歌
謡
、

文
学
、
呪
術

・
祈
祷
書
、
年
代
記
、
慣
習
法
な
ど
に
分
類
で
き
る
。
ソ
ン
ラ
ー
省
の
タ
ー
イ
文
字
資
料
庫
に
保
管
さ
れ
て

い
る
約

一
五
〇
〇
の
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文
書
の
ほ
と
ん
ど
が
歌
謡
や
文
学
で
あ
る
。
管
見

の
限
り
、
日
常
生
活
の
生

の
様
子
を
記
し
た
タ
ー

イ
文
書
は
な

い
。
タ

ー
イ
文
字
を
読
み
書

き
す
る
人
は
、
植
民
地
期
以
前
で
も
支
配
階
層

の
人
々
や
宗
教
的
職
能
者
な
ど
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
注
意
す

べ
き
は
、
近
代
国
家
に
取
り
込
ま
れ
る
以
前
に
も
、
タ
ー
イ
文
字
以
外
の
文
字
が
同
地
で
は
用
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
各
首
領
が
居
住
す
る
各
盆
地
の
中
央
部
に
形
成
さ
れ
た
市
場
に
は
、
漢
字
を
用

い
る
漢
人
や
キ
ン
族
の
商
人
が
い
た
。
ま
た
、
黒
タ
イ
や

白

タ
イ
の
支
配
階
層
の
中
に
も
、
外
交
上
の
必
要
も
あ

つ
て
漢
文
を
駆
使
す
る
人
が

い
た
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
政
府
に
よ

っ
て
イ
ン

フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
行
政
が
整
備
さ
れ
た

一
九

一
〇
年
代
か
ら
は
、
学
校
教
育
で
ク
オ
ッ
ク

・
グ
ー
と
よ
ば
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
語
ロ
ー
マ
字

表
記
や
フ
ラ
ン
ス
語
が
用
い
ら
れ
た
。
と
は

い
え
、
そ
れ
ら
の
普
及
も
か
な
り
限
ら
れ
て
い
た
。

一
九
五
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
撤
退
以
降
に
ベ
ト

ナ
ム
の
国
民
教
育
で
採
用
さ
れ
た
ク
オ

ッ
ク

・
グ
ー
が
、
タ
ー
イ
の
間
で
も

い
ち
ば
ん
普
及
し
た
文
字
で
あ
る
。

黒
タ
イ
年
代
記

　
タ
イ
語
系
諸
集
団
が
継
承
し
て
き
た
歴
史
ジ
ャ
ン
ル
の
文
献
は
、
総
じ
て
年
代
記
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
階
層
区
分
が
明
確
な
彼
ら
の
社
会

で

は
、
統
治

者
の
出
自
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
年
代
記
で
は
王
や
首
領

の
世
系
、

つ
ま
り
王
統
を
そ
の
起
源
か
ら

物
語
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
大
切
で
あ

っ
た
。
タ
ー
イ
が
継
承
し
て
き
た
豊
富
な
文
書
群

の
な
か
で
、
西
北
地
方
史

の
再
構
築
と
密
接
に
関
わ

っ
た

の
は
年
代
記
で
あ
る
。

　
黒
タ
イ
年
代
記
と
し
て
は

『ク
ア
ム

・
ト
i

・
ム
オ
ン
』
、
『ク
ア
ム

・
フ
ァ
イ
ン

・
ム
オ
ン
』
、
『タ
イ

・
プ
ー

・
サ

ッ
ク
』
と
題
さ
れ
た
文

書
群
が
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
る
。
マ
イ
チ
ャ
ウ
や
モ
ク
チ
ャ
ウ
な
ど
に
住
む
白
タ
イ
も
年
代
記
を
継
承
し
て
き
た
が
、
西
北
地
方
史
の
再
構
成

と
の
直
接

の
関
わ
り
は
薄
い
の
で
、
本
稿
で
は
黒
タ
イ
年
代
記
の
分
析
に
絞
る
。
以
下
で
、
そ
れ
ら
の
内
容
、
成
立
年
代
、
用
法
に
つ
い
て
簡

潔
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
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図2　 葬 式 で 「ク ア ム ・ 卜一 ・ム オ ン 』 を

読 む ところ(デ ィエ ンビエ ン省 トゥア ンザ オ県,

1997年)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
いび
ゃく

　

『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
は
、
天
地
開
闢

に
始
ま
り
、
ギ
ア

ロ
に
始
祖
が
降
臨
し
、
ム
オ
ン
が
そ
こ
に
最
初

に
築
か
れ
て
以
来
の

各
首
領
の
系
譜
と
事
績
を
説

い
て
い
る
。
そ
の
成
立
年
代
は
、
ベ
ト

ナ
ム
語
か
ら
の
借
用
語
が
非
常
に
少
な
く
全
体

的
に
こ
と
ば
や
表
現

が
古

い
こ
と
か
ら
、

一
九
世
紀
以
前

に
遡
る

で
あ

ろ
う
。
『
ク
ア

ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
は
、
各
首
領

一
族
の
霊
魂
と

「
ム
オ
ン
の
精

霊
」
を
守
護
し
、
そ
の
安
寧
祈
願
を
司
る
宗
教
職

の
長
モ

・
ム
オ
ン

が
書
き
記
し
た
。
首
領

の
葬
式
の
際
に
、
没
し
た
ば
か
り
の
首
領
の

事
績
を
書
き
加
え
た
新
し
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
の

『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム

オ
ン
』
を
読
誦
し
披
露
し
た
。
そ
の
後
、
モ
と
よ
ば
れ
る
民
間
の
宗
教
的
職
能
者
な
ど
を
通
じ
て
、
そ
の
写
本
が
流
布
し
、
人
々
の
葬
式
で
も

読
論
さ
れ
た

(図
2
)
。
社
会
主
義
体
制
下
で
は
、
前
近
代
的
か

つ
封
建
的
な
内
容
を
も

つ
と
し
て
批
判
さ
れ
た
た
め
、
人
々
が
そ
の
所
持
と

使
用
を
自

粛
し
た
時
期
も
あ
る
。
と
は
い
え
現
在

で
も
各
地
村
落
で
散
見
す
る
。

　
『
ク
ア
ム

・
フ
ァ
イ
ン

・
ム
オ
ン
』
は
、
『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
に
基
づ

い
て
い
る
。

ソ
ン
ラ
ー
、
ト
ゥ
ア
ン
チ

ャ
ウ
、

マ
イ

ソ
ン
で

は

『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
よ
り
も
よ
く
目
に
す
る
。
平
易
な
語
彙
に
よ
る
韻
文
な
の
は
、
首
領
た
ち

の
公
の
饗
宴

で
歌
わ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
成
立
年
代
は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
影
響
か
ら
推
し
て
、

一
九
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
だ
ろ
う
。

　

『タ
イ

・
プ
i

・
サ

ッ
ク
』
は
、
語
彙
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
成
立
年
代
が

『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
や

『ク
ア
ム

・
フ
ァ
イ
ン

・
ム

オ
ン
』
よ
り
古

い
。
内
容
は
、
ギ
ア
ロ
盆
地
を
最
初
に
開

い
た
と
さ
れ
る
始
祖
タ
オ

・
ロ
か
ら
、
ロ

・
レ
ッ
ト
を
経
て
、
中
越
両
王
朝

の
領
土

問
題
が
顕
在
化
し
始
め
る

一
八
世
紀
頃
ま
で
の
首
領
の
事
績

で
あ
る
。
サ
ー
と
よ
ば
れ
る
カ
ダ
イ
語
系
や
モ
ン

・
ク
メ
ー
ル
語
系
な
ど

の
先
住

異
民
族
た
ち
を
平
定
し
て
黒
タ
イ
の
領
土
を
築

い
た
ラ
ン

・
チ

ュ
オ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
英
雄
祖
先
の
伝
承
が
詳
し

い
。

ソ
ン
ラ
ー
、
ト
ゥ
ア
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ン
チ

ャ
ウ

、

マ
イ

ソ

ン

で
数

年

に

一
度

開

催

さ

れ

た

共

同
体

の
大

祭

礼

で

、

モ

・
ム

オ

ン
を

は

じ

め

と

す

る
宗

教

役

職

者

が

踊

り

な

が

ら

、

こ

れ

を

唱

歌

し

た

と

い
う

が

、

そ

の
最

後

は

一
九

三

〇

年

代

で

あ

る
。

『
ク

ア

ム

・
ト

ー

・
ム

オ

ン
』
、

『
ク

ア

ム

・
フ

ァ
イ

ン

・
ム

オ

ン
』

と

異

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(2
)

な

り

、

希

少

文

書

で

あ

る

。

西
北
地
方
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(3
)

　
二
〇
〇

二
年
に
カ
オ
バ
ン
に
て
西
北
地
方
史
を

テ
ー

マ
と
し
て
開
催
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム

・
タ
イ
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
会
議
、

二
〇
〇
五
年
に
ソ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(4
)

ラ
ー
省
人
民
委
員
会
が
編
纂
し
た
地
誌
で
は
、
歴
史
家
、
民
族
学
者
に
よ
る
西
北
地
方
史
の
通
説

の
概
略
が
示
さ
れ
た
。
大
筋
は
以
下
の
よ
う

な
も
/の
で
あ
る
。

　
　
黒
タ
イ
の
祖
先
タ
オ

・
ス
オ
ン
と
タ
オ

・
ガ
ン
は
、
中
国
雲
南
省

の
紅
河
源
流
域
か
ら
下

っ
て
ま
ず
ギ
ア
ロ

(ム
オ

ン

・
ロ
)
の
盆
地
に

　
　
定
住

し
た
。
タ
オ

・
ス
オ
ン
の
長
男
タ
オ

・
ロ
が
嗣

い
で
ギ
ア
ロ
を
食
邑
し
た
が
、
タ
オ

・
ロ
の
七
人
息
子
の
末
子

ラ
ン

・
チ
ュ
オ
ン
に

　
　
は
相

続
で
き
る
土
地
が
な
か

っ
た
。
そ
こ
で

一
一
、

一
二
世
紀
頃
、
千
と
も
万
と
も
い
わ
れ
る
兵
を
率

い
、
新
天
地
を
求
め
て
ギ
ア
ロ
を

　
　
去

っ
た
。
彼
は
サ
ー
と
総
称
さ
れ
る
異
民
族
た
ち
の
反
抗
を
平
ら
げ
な
が
ら
、
ク
イ
ン
ニ
ャ
イ
、
ム
オ
ン
ブ
i
、

ソ
ン
ラ
ー
、

マ
イ
ソ
ン
、

　
　
ト
ゥ
ア
ン
チ
ャ
ウ
、
ト
ゥ
ア
ン
ザ
オ
、
デ
ィ
エ
ン
ビ

エ
ン
を
征
服
し
て
勢
力
範
囲
を
広
げ
た
。

　
　

一
二
～

一
三
世
紀
に
は
、
タ
オ

・
チ

エ
ウ
が
デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
を
去

っ
て
ラ
イ
チ
ャ
ウ
を
食
邑
し
た
。
そ
れ
ま
で
ラ
イ
チ
ャ
ウ
は
、
黒
タ

　
　
イ
と

は
異
な
り
シ
ッ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
付
近
か
ら
下

つ
た
北
部
白
タ
イ

の
首
領
が
食
邑
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
ラ
イ
チ
ャ
ウ
に
黒
タ
イ

　
　
の
政
治
組
織
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
同
じ

=
二
世
紀
頃
、
タ
ー
イ
の
政
治
的
中
心
は
デ
ィ
エ
ン
ビ

エ
ン
か
ら
ト
ゥ
ア
ン
チ
ャ
ウ
に
移

っ
た
。

　
　

ロ

・
レ
ッ
ト

(別
名
グ
ー

・
ハ
ウ

〈
コ
ブ
ラ
の
意
味
〉
)
、
タ

・
カ
ム
、
タ

・
ガ
ン
の
三
代
が
ト
ゥ
ア
ン
チ
ャ
ウ
の
全
盛
期

で
あ

っ
た
。
そ

　
　

の
後

、
十
五
世
紀
に
は
モ
ク
チ
ャ
ウ
の
白
タ
イ
首
領
サ
ー

・
カ

・
サ
ム

(車
可
参
)
が
台
頭
し
、
中
国
明
朝
に
よ
る
侵
略
を
受
け
た
べ
ト
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ナ
ム
黎

朝
を
支
援
す
る
。
さ
ら
に
、

一
七
世
紀
に
は
首
領
プ
ン

・
フ
ァ
イ
ン
が
ソ
ン
ラ
ー
に
覇
権
を
も
た
ら
す
。

　
　

一
入
世
紀
に
は
、
紅
河
デ
ル
タ
の
農
民
反
乱
を
煽
動
し
た
ホ
ア
ン

・
コ
ン

・
チ
ャ
ッ
ト

(黄
公
質
)
が
、
黒
タ
イ
や
白

タ
イ
の
首
領
た
ち

　
　
を
味
方

に
付
け
、
デ
ィ
エ
ン
ビ

エ
ン
に
立

て
こ
も

っ
て
ベ
ト
ナ
ム
黎
朝
に
対
抗
し
た
事
件
が
、
広
く
ベ
ト
ナ
ム
で
知

ら
れ
て
い
る
。

一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ
そく

　
　
世
紀

以
降
は
中
国
か
ら
の
匪
賊
の
侵
入
に
悩
ま
さ
れ
、
さ
ら
に
は

一
九
世
紀
後
半
に
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
植
民
地
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
た
。

　
上
記
の
よ
う
な
西
北
地
方
史

の
あ
ら
ま
し
は
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
ダ
ン

・
ギ
エ
ム

・
ヴ

ァ
ン
や
カ
ム

・
チ

ョ
ン
を
中
心
に
記
述
さ
れ
、

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(5
)

九
七
〇
年

代
に
は
ほ
ぼ
で
き
あ
が

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ソ
ン
ラ
ー
、
ト
ゥ
ア
ン
チ
ャ
ウ
、

マ
イ

ソ
ン
な
ど

の

『
ク
ア
ム

・
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(6
)

1

・
ム
オ

ン
』
写
本
の
ベ
ト
ナ
ム
語
訳
と
紹
介

の
成
果
が
大

い
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

『ク
ア
ム

・
卜
ー

・
ム
オ
ン
』
の
内
容
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既
述
の
通
り

『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
」
は
、
天
地
開
關
と
洪
水
、
天
か
ら
の
始
祖
降
臨
、
故
地
ム
オ
ン

・
ロ
の
開
拓
、
ラ
ン

・
チ
ュ
オ

ン
に
よ
る
領
土
拡
大
、
そ
の
後

の
歴
代
首
領

の
事
績
と
歴
史
的
事
件

の
数
々
を
記
し
て
い
る
。
現
存
の
写
本
の
多
く
が
二
〇
世
紀
の
も
の
な
の

で
、
語
り

の
終
点
は
し
ば
し
ば

フ
ラ
ン
ス
植
民
地
期
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ト
ゥ
ア
ン
チ
ャ
ウ
に
お
い
て

一
九
六
五
年
か
ら

一
九
六
七
年
に
筆

写
さ
れ
た

ル
オ
ン

・
ヴ

ァ
ン

・
テ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
写
本

(図
3
)
か
ら
、
そ
の
内
容
を
示
し
た
い
。

　
そ
の
記
述

の
大
部
分
が
、
ラ
ン

・
チ
ュ
オ
ン
以
降

の
王
統
史
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
以
下
の
よ
う
な
社
会
秩
序
が
読
み
取

れ
る
。

一　

領
土

と
領
民
の
生
産
活
動

　

ム
オ
ン
は
、
盆
地
と

い
う
地
理
空
間
、
水
田
の
生
産
力
に
基
づ
く
領
民
の
生
活
、
土
木
事
業
や
共
同
体
儀
礼
を
組
織
す

る
階
層
的
な
政
治

・

統
治
機
構

に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
政
体
で
あ

つ
た
。



　
ギ
ア
ロ
の
大
盆
地
を
出
発
し
た
ラ
ン

・
チ

ュ
オ
ン
は
、
従

っ
た
千
と
も
万
と
も

い
わ
れ
る
軍
隊
を
養
う
た
め
、
異
民
族

の
諸
勢
力
に
押
し
戻

さ
れ
た
り

迂
回
し
た
り
し
な
が
ら
征
戦
を
繰
り
返
し
、

つ
い
に
デ
ィ
エ
ン
ビ

エ
ン
の
広
大
な
盆
地
に
至

っ
た
。
水
田
開
発

で
領
民
の
生
活
を
保

証
し
よ
う

と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
興
味
深

い
こ
と
に
、
ラ
ン

・
チ
ュ
オ
ン
の
征
戦
経
路
に
位
置
す
る
各
ム
オ
ン
の
分
布
と
黒
タ
イ
の
現
在

の
分
布
地
域
が
か
な
り

一
致
し
て
い

る

(二
頁
図
1
参
照
)
。
い

っ
ぽ
う
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学

の
成
果
は
、
こ
の
数
百
年

の
間
に
東
西
南
北
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
勢
力
に
黒
タ
イ
社
会

が
脅
か
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
ラ
ン

・
チ
ュ
オ
ン
以
来
、
四
〇
代
も
経
る
問
、
黒
タ
イ
の
領
土
と
文
化
の
統

一
が
維

図3　 ルオン ・ヴァン ・ティック本 『クアム ・卜一 ・ムオン』。最 終

頁 には,書 写者の署名 がクオック ・グーで記 されている。

持
さ
れ
て
き
た
と
は
考
え
に
く

い
。
む
し
ろ
黒
タ
イ
が
集
中
す
る
各

盆
地
と
そ
の
勢
力
範

囲
に
基
づ
い
て
、
ラ
ン

・
チ
ュ
オ
ン
の
征
戦
経
路
が
編
集
さ
れ
た
と

仮
定
し
た
方
が
自
然

で
あ
ろ
う
。

二
　
民
族
間
関
係

　

ラ
ン

・
チ
ュ
オ
ン
は
敵
対
す
る
た
く
さ
ん
の
サ
ー
の
首
領
を
制
圧
し
た
。

一
九
四
五
年

ま

で
サ
ー
は
、
ム
オ
ン
政
体

の
中
で
半
隷
属
民
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
奉
仕
を
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
黒
タ
イ
は
サ
ー
と
の
婚
姻
を
好
ま
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
実
際

に
は
、
ラ
ン

・
チ

ュ
オ
ン
お
よ
び

ロ

・
レ
ッ
ト
ら
、

『ク
ア
ム

・
ト

ー

・
ム
オ
ン
』

で
も

っ
と
も
重
要
な
黒
タ
イ

の
祖
先
た
ち
は
、
前
者
は
サ
ー
と
婚
姻
し
、
後
者
は
サ
ー
を
母
と

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
サ
ー
と
の
姻
戚
関
係
に
関
す
る
記
述
は
、
ム
オ
ン
の
繁
栄
と
秩
序

の
安
定
の
た
め
に
サ
ー
の
存
在
が
不
可
欠
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
近
年
に
至
る
ま
で
、
黒
タ
イ
の
物
質
生
活
に
と

っ
て
サ
ー
の
存
在
は
な
お
も
重
要
で
あ
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っ
た
。
サ

ー
は
籐
や
竹
細
工
に
す
ぐ
れ
、
現
在

で
も
黒
タ
イ
の
村
で
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
葛
籠
や
、
大
小
各
種

の
ザ
ル
な
ど
多
く
の
生
活
物
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(7
)

が
、
サ
ー

に
よ

っ
て

つ
く
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
　
首
領
地
位
の
継
承

　

『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
か
ら
は
、
首
領
の
地
位
が
父
子
相
承
の
原
則
で
継
承
さ
れ
、
や
む
を
得
な

い
場
合
は
弟
が
嗣
ぐ
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。

し
か
し
、
ラ
ン

・
チ

ュ
オ
ン
か
ら
ト
ゥ
ア
ン
チ
ャ
ウ
最
後

の
首
領
バ
ッ
ク

・
カ
ム

・
ク
イ
ま
で
が

一
系
で
つ
な
が

っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
数
々
の
首
領

の
後
継
者
争

い
の
様
子
が
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る

(図
4
)
。

　
各

ム
オ

ン
の
政
治
的
安
定

の
た
め
に
黒
タ
イ
首
領
た
ち
が
と

っ
た
方
策
は
、

一
つ
は
政
略
婚
に
よ
る
同
盟
関
係
の
維
持

で
あ
り
、
も
う

一
つ

は
、
外
部

の
安
定
し
た
宗
主
国
に
そ

の
権
威
を
保
証
し
て
も
ら
う

こ
と
で
あ

っ
た
。
実
際
、
『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
に
は
、
他

の
ム
オ

ン
か
ら
首
領
が
妻
を
嬰
る
こ
と
が
幾
十
も
記
述
さ
れ
て
い
る
し
、
後
継
者
争

い
が
ル
ア
ン
パ
バ
ー
ン
に
王
都
を
持

つ
ラ
オ

ス
の
介
入
に
よ

っ
て

終
息
さ
せ

ー

た
と

い
う
記
述
も
あ
る
。
ま
た
首
領
た
ち
が
、
ラ
オ
ス
や
ベ
ト
ナ
ム
の
王
朝
、

一
九
世
紀
後
半
以
降
は
フ
ラ
ン
ス
に

よ

っ
て
認
証
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
随
所
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
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四
　
貴
族
と
平
民
の
階
層
秩
序

　
『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
は
、
首
領

の
即
位
に
際
し
て
誰
が
行
政
と
儀
礼

(宗
教

・
慣
習
)
を
司
る

「長
老
会
」

の
重
要
な
役
職
に
就

い
た
か
を
記
し
て
い
る
。
長
老
会
は
、
ラ
ン

・
チ

ュ
オ
ン
の
父
系
子
孫
と
し
て
貴
族
姓
を
継
承
す
る

一
族
か
ら
で
は
な
く
、
平
民
姓

の
者
た
ち

か
ら
選
出

さ
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
首
領

の
就
任
を
承
認
す
る
の
は
長
老
会
で
あ
り
、
と
き
に
は
首
領
を
罷
免
す
る
こ
と
も

で
き
た
。

　
と
は
い
え
長
老
会
の
者
が
、
首
領
を
出
し
抜
い
て
ム
オ
ン
の
元
首
と
な
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
。
ラ
ン

・
チ
ュ
オ

ン
か
ら
三
十
数
代
下

っ
た
首
領

サ
ン

・
ギ
ア
の
代
に
、

一
つ
の
反
逆
事
件
が
起

こ
つ
て
い
る
。
事
件
後

の
混
乱
は
、
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
の
力
を
頼

っ
て
も
ム
オ
ン

・
ラ



図4　 トゥア ンチャウ(ム オン ・ムオイ)黒 タイ首領一族系 図
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イ

の
白
タ
イ
首
領
を
頼

っ
て
も
収
ま
ら
ず
、
戦
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
最
終
的
に
は
サ
ン

・
ギ
ア
の
兄

ニ
ョ
ッ
ト

・
ム
オ
ン
の
息
子
フ
ィ
ア

・
ケ

オ
の
即
位

に
よ
っ
て
終
息
し
た
。
こ
の
反
逆
事
件
の
顛
末
は
、
長
老
会
は
首
領
に
と

っ
て
か
わ
れ
な

い
こ
と
、
貴
族
姓

の
者
が
平
民
姓
の
者
に

君
臨
す
る

こ
と
で
秩
序
が
保
た
れ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

五
　
歴
史
時
間
軸

　

『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
で
は
、
各
首
領
の
治
世
や
事
件
が

い
つ
か
を
示
す
た
め
に
、
内
側

の
相
対
的
な
尺
度
と
外
側
の
絶
対
的
な
尺

度

の
二
つ
を
概
ね
併
用
し
て
い
る
。
内
側
の
相
対
的
な
尺
度
と
は
、
世
代
で
あ
る
。
父
子
関
係
、
婚
姻
関
係
、
そ
の
人
生
が
ほ
ぼ
す
べ
て
の
首

領
に
つ
い
て
記
さ
れ
、
し
か
も
父
子
相
承

の
原
則
で
首
領

の
地
位
は
継
承
さ
れ
る
。
父
子
関
係
を
た
ど
る
こ
と
で
、
ど
の
程
度
世
代
が
遡
る
か

が
わ
か
る
。

　

い
っ
ぽ
う
で
外
側
の
尺
度
と
は
、
宗
主
国
側
の
歴
史
と
の
関
連
づ
け
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
王
統
史
、
ラ
オ
ス
の
王
統
史
と

の
関
連
か
ら
過

去

の
時
点

が
示
さ
れ
、
た
と
え
ば
サ
ム
セ
ン
タ
イ
王

(位

=
二
七
三
～

一
四

一
六
)
を
は
じ
め
と
す
る
有
名
な
外
部

の
王
が
登
場
す
る
。
さ
ら

に
、

一
九
世
紀
頃

に
な
る
と
、
干
支
を
用

い
て
記
述
さ
れ
る
。

東南アジア少数民族の年代記と歴史研究　　12

 

年
代
記
記
述
の
問
題
点

　
し
か
し
、
年
代
記
は
正
確
な
史
実
を
記
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
先
述
の
ラ
ン

・
チ

ュ
オ
ン
征
戦
経
路
を
め
ぐ
る
記

述
を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
ラ
ン

・
チ
ュ
オ
ン
が
没
し
た
時
期
は
、
ラ
オ
ス
の
王
統
史
に
依
拠
し
て
フ
ァ

・
ム
ッ
ト
、
フ
ァ

・
ケ
オ
と
い
う
二
王

へ
の
言
及
か

ら
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
王
の
存
在
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
不
可
能
な
ベ
ト
ナ
ム
皇
帝
の
名
前
も
数
多
く
登
場
す
る
。

つ



ま
り
、
黒
タ
イ

の
民
間

に
ま
で
名
を
轟
か
せ
て
い
る
ラ
オ
ス
の
大
王
や
ベ
ト
ナ
ム
皇
帝
と
黒
タ
イ
首
領

の
問
に
あ
る
政
治
関
係
や
婚
姻
関
係
を

語
る
こ
と

で
、
首
領

の
確
た
る
権
威
を
示
す
政
治
的
意
義
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
過
去
の
時
点
を
明
示
す
る
意
味
は
二
の
次

で
あ
る
。

　
　
　
　

　
　
ミン
マン
て
い

　
ま
た
、
院
朝
明
命
帝
期
の
回
土
帰
流
政
策

の
実
施

(
一
八
三
三
～

一
入
三
九
)
に
よ

っ
て
、
黒
タ
イ
首
領
た
ち
が
そ
れ
ま
で
よ
り
は
ベ
ト
ナ

ム
王
朝

の
直
接
的
な
干
渉
を
受
け
た
。
朝
廷
か
ら
非
キ
ン
族
地
域

へ
流
官
が
派
遣
さ
れ
る
と
と
も
に
、
非
キ
ン
族
子
弟
に
漢
字
学
習
も
行
わ
れ

た
。
そ

の
せ
い
か
、

一
九
世
紀
頃
の
記
述
に
な
る
と
、
干
支

に
よ
る
年
代
記
述
が
登
場
し
は
じ
め
る
。
た
と
え
ば
、
壬

午
の
年

(
一
入
八
二

年
)
に
黄
旗
軍
に
よ

つ
て
黒
タ
イ
の
諸
領
域
が
蹂
躙

さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
黄
旗
軍
の
侵
入
は

一
九
世
紀
半
ば

の
事
件
な
の
で
明
ら

か
に
不
正

確
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
首
領
や
役
職
者
に
よ
る
田
地
私
有
化
の
反
対
運
動
も
庚
午

の
年

(
一
九
三
〇
)
で
あ

る
は
ず
が
甲
寅

の
年

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(8
)

(
一
九

一
四
年
)
と
し
て
間
違

っ
て
記
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
同
様
の
不

一
致
は
他
に
も
あ
る
。

　
さ
ら
に
気
に
な
る
こ
と
は
、
『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
で
は
中
国
と
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、

一
九

世
紀
以
前
か
ら
広
域
な
商
業
と
流
通
の
主
体
は
漢
族
で
あ

っ
た
。
し
か
も
た
と
え
ば

マ
イ
ソ
ン
に

一
九
〇
三
年

に
建
て
た
黒
タ
イ
首
領
が
立
て

た
石
碑
に
も
、

ア
ラ
ビ
ア
数
字
と
黒
タ
イ
文
字
に
よ
る
西
暦
、
漢
字
に
よ
る
清
朝
年
号
と
院
朝
年
号
が
記
さ
れ
、
当
時

の
多
重
帰
属

の
状
況
を

示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
考
え

て
も
不
自
然
な
の
で
あ
る
。

　
中
国
と

の
関
係
を
語
ら
な
い
こ
と
に
は
、
お
そ
ら
く
政
治
的
な
含
意
が
あ
る
。

ル
オ
ン

・
ヴ
ァ
ン

・
テ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
写
本
は
、
植
民
地
期

を
経
た
あ
と
に
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
領
と
し
て
す
で
に
画
定
し
て
い
た
ラ
オ
ス
と
ト
ン
キ
ン
へ
の
帰
属
に
つ

い
て
は
語

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
中
国

へ
の
帰
属
を
も
暗
示
さ
せ
る
よ
う
な
内
容
は
、
政
治
的
に
不
都
合
だ

っ
た
の
で
あ

る
。

　
こ
う
し
た
記
述
は
、
『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』

の
再
生
産

の
あ
り
方
に
も
起
因
し
て
い
る
。
新
し

い
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
作
ら
れ
る
際
、
古

い
も
の
は
捨
て
ら
れ
た
。
だ
か
ら

一
九
世
紀
末
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
写
本
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
写
本
制
作
者
は
必
ず
し
も
原
本

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(9
)

を
正
確
に
書
写
し
た
の
で
は
な
い
。
意
図
的
、
非
意
図
的
に
改
編

(変
)
し
な
が
ら
書
写
し
た
の
で
あ
る
。
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年
代
記
記
述
の
受
容

　
繰
り
返
す
が
、
年
代
記
は
事
件
記
述

の
客
観
性
の
点
で
、
信
頼
で
き
な
い
記
述
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
も
多
民
族
が
雑

居
す
る
西
北
地
方
に

お
い
て
、
自
分
た
ち
の
言
語

・
文
字
で
歴
史
を
記
し
て
き
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
黒
タ
イ
な
ど
タ
ー
イ
だ
け
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
黒
タ
イ
年
代
記

の
記
述
は
、
彼
ら
の
視
点
に
偏

っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
黒
タ
イ
年
代
記
に
依
拠
し
た
従
来

の
西
北
地
方
史
は
、
再
考

の
余
地
が
大
き

い
。

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
彼
ら
の
年
代
記
の
分
析
が
、
容
易
に
西
北
地
方
史
研
究
に
取
り
込
ま
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
理
由
を
最
後
に
述

べ
た
い
。

　

『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
は
、
地
域

の
多
数

の
人
に
葬
式

で
読
み
聞
か
せ
る
た
め
に
生
産
、
再
生
産
さ
れ
た
。
そ

の
書
写
の
過
程
で
改

編
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
書
写
者
個
人

の
あ
ま
り
強
引
な
解
釈
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
は
、
聞
き
手

(読
者
)
に
受
容
さ
れ
な

い
。
だ
か
ら
そ

の
内
容
は
、
あ
る
時
点
で
の
人
々
の
集
合
的
記
憶
を
蓋
然
的
に
代
弁
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
当
該
ム

オ
ン
の
人

々
に
と

っ
て
の
事
実
、
歴
史
認
識
で
あ
る
。

　
と
は

い
え

『ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ
ン
』
は
、
国
家
側
に
と

っ
て
不
都
合
な
、
た
と
え
ば
国
家
領
域

の
範
囲
に
抵
触
す

る
内
容
を
あ
ま
り
含

ん
で
い
な

い
。
そ
れ
は
現
存

の
写
本
が
、
現
在
の
領
域
が
画
定
し
た
あ
と
に
再
生
産
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
ら
は
現
地
の
人
々
に

と

っ
て
も
、
国
家

の
立
場
に
立
つ
人
々
に
と

っ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
内
容
に
、
す
で
に
改
変
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
か
ら

の
西
北
地
方
史
研
究
は
、
こ
う
し
た
年
代
記
の
特
徴
を
認
識
し
た
う
え

で
、
実
証
的
に
展
開
さ
れ
る
段
階
に
進
む
に
ち
が
い
な

い
。
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友
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ダ
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(7
)　

樫
永
真
佐
夫

「
東
南
ア
ジ

ア
北
部

に
お
け
る
諸
民
族
す
み
分
け

の
現
在
」

『科
学
』
七
五
～
四
、
四
五
五
～
四
五
九
頁
、
二
〇
〇
五
年
。

(8
)　

樫
永
真
佐
夫

「
(注
釈
)
ク
ア
ム

・
ト
ー

・
ム
オ

ン
ー

ム
オ
ン

・
ム
オ
イ
に
お
け
る
黒
タ
イ
年
代
記
」
『
ベ
ト
ナ
ム
の
社
会
と
文
化
』
四
、
一
六
三
～

二
四
三
頁
、

　
　
二
〇
〇
三
年
。

(9
)　

こ
う
し
た
写
本
文
化
の
特
徴

は
、
新
谷
忠
彦

『
タ
イ
族
が
語
る
歴
史
ー

「
セ
ン
ウ
ィ
ー
王
統
紀

」
「
ウ
ン
ポ

ン

・
ス
ィ
ー
ポ
王
統
紀
ヒ

雄
山
閣
、
二
〇
〇
八

　
　
年
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
タ
イ
文
化
圏
に
広
く
共
通
す
る
。
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授
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東南アジア少数民族の年代記と歴史研究15


